
別紙（介護保険） 令和6年7月１日現在

【介護保険　介護予防訪問看護】

【通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪看護の交通費】
通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護に要した交通費は、次の額を徴収します。

　　・　通常の実施地域を越えてから片道おおむね3キロメートル以上の場合　１キロメートルにつき100円を加算

【キャンセル料】
訪問看護サービスのキャンセルについての申し入れが無かった場合には、次の通りキャンセル料を徴収します。

◎高齢者虐待防止措置実施　基準型

予防訪問看護Ⅰ1　（２０分未満） 303単位/回 337円 674円 1,011円

夜間・早朝加算

予防緊急時訪問看護加算1　※２ 600単位/月 668円

算した場合、多少の誤差がでます。

　　・　通常の実施地域を越えてから、片道おおむね3キロメートル未満　300円

看護　事業所が初回訪問を行った場合算定。

※２夜間対応する看護師等の勤務環境に配慮した場合の加算

　　　　ただし、容態の急変など緊急やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要

備考

換算して表示したものです。

※１新規の利用者に対して病院・診療所等から退院した日に指定訪問

複数名訪問加算Ⅱ（３０分未満） 201単位/回 224円 447円

・ただし、小数点以下は切り捨てとなります。一か月の合計単位数で計

複数名訪問加算Ⅰ（３０分以上） 402単位/回

390円 779円

予防訪問看護退院時共同指導加算 600単位/回

複数名訪問加算Ⅱ（３０分以上） 317単位/回 353円 705円

複数名訪問加算Ⅰ（３０分未満） 254単位/回

予防訪問看護特別管理加算（Ⅱ） 250単位/月 278円 556円

447円 894円

334円 668円

予防訪問看護初回加算（Ⅰ）　※１ 350単位/月

（1回あたり20分・週6回を限度）※ 3回60分　426単位/回 474円 948円

予防訪問看護特別管理加算（Ⅰ） 500単位/月 556円 1,112円

予防訪門看護Ⅰ5（理学療法士等の場合） 1回20分　284単位/回 316円 632円

１日に2回を超えて実施する場合は50/100 2回40分　568単位/回 632円 1,264円

予防訪問看護Ⅰ3　（３０分以上１時間未満） 794単位/回 883円 1,766円

予防訪問看護Ⅰ4（１時間以上１時間３０分未満） 1090単位/回 1,212円 2,424円

訪問看護サービス利用料金表

項目
単位

利用者
負担額
(1割）

利用者
負担額
（2割）

予防訪問看護Ⅰ2　（３０分未満） 451単位/回 502円 1,003円

利用者
負担額
（3割）

1,505円

2,649円

3,636円

948円

1,895円

※理学療法士等が利用開始日の月から12か月超の利用者に指定介護

予防訪問看護を行った場合1回につき５単位を減算します。

介護予防訪問看護

平日早朝（6時～8時）・夜間（18時～22時）に訪問した場合　所定単位数×25％

1,422円

1,668円

834円

1,168円

2,002円

1,001円

668円 1,335円

848円

1,341円

671円

1,058円

283円 565円

2,002円1,335円

長時間訪問看護加算 300単位/回

・利用者負担額は、ご利用一回につき、地域加算（11.12）を含めて円に

　　・　利用日の前日（直近の営業日）の営業時間内（8：30～17：30）に連絡を受けた場合　無料

　　・　利用日当日に連絡を受けた場合、及び訪問時にキャンセルを伝えられた場合　1,000円

予防訪問看護初回加算（Ⅱ） 300単位/月 334円 668円 1,001円



【保険外】
介護保険・医療保険でカバーできない内容について、自由契約としてサービスを行います。

深夜料金

1.25倍

1.5倍

　　　　　20,000円（全額自己負担）

サービス内容 利用時間

エンゼルケア

交通費

夜間・早朝料金

個人契約による訪問看護料

３０分未満 　　　　　　　　　　 　 4，500円

３０分以上１時間未満　　　　 　9，000円

１時間以上は３０分増毎に　　　3，000円

・５Ｋｍ以上から１Ｋｍ増す毎に１００円追加

・片道３Ｋｍ以内　３００円　　・片道３Ｋｍ以上５Ｋｍ以内　５００円


